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論壇
は
じ
め
に

平
成
１８
年
度
税
制
改
正
で
導

入
さ
れ
た
「
特
殊
支
配
同
族
会

社
の
役
員
給
与
の
損
金
不
算

入
」
の
規
定
は
、
平
成
１９
年
度

改
正
に
お
い
て
適
用
除
外
と
さ

れ
る
基
準
所
得
金
額
が
８
０
０

万
円
か
ら
１
６
０
０
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
が
、
制
度
そ
の

も
の
へ
の
疑
問
や
問
題
点
の
指

摘
は
後
を
絶
た
な
い
。
改
め
て

こ
の
制
度
導
入
の
経
緯
や
問
題

点
を
再
考
し
て
み
た
い
。

�

特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役
員
給
与

の
損
金
不
算
入
制
度
導
入
経
緯

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
同

族
会
社
が
オ
ー
ナ
ー
役
員
に
支

払
う
報
酬
の
う
ち
、
給
与
所
得

控
除
部
分
を
損
金
不
算
入
と

し
、
法
人
税
の
課
税
標
準
に
加

え
る
と
す
る
法
人
税
法
第
３５
条

は
、
税
制
調
査
会
が
「
平
成
１８

年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答

申
」
に
お
い
て
、
同
族
会
社
の

留
保
金
課
税
の
廃
止
と
と
も
に

検
討
し
て
い
た
「
特
定
の
同
族

会
社
の
役
員
報
酬
の
給
与
所
得

控
除
部
分
を
法
人
課
税
に
お
い

て
損
金
算
入
を
制
限
す
る
。
」

こ
と
を
制
度
を
具
現
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
平
成
１８
年
度
税
制

改
正
で
行
わ
れ
た
同
族
会
社
の

留
保
金
課
税
廃
止
に
よ
る
減
税

の
、
穴
埋
め
の
財
源
措
置
と
し

て
創
設
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

与
党
（
自
由
民
主
党
・
公
明

党
・
保
守
党
）
の
「
平
成
１５
年

度
税
制
改
正
大
綱
（
抄
）
」
に

お
い
て
、「
同
族
会
社
の
留
保
金

課
税
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
の

内
部
留
保
の
充
実
を
支
援
す
る

観
点
か
ら
、
自
己
資
本
比
率
が

５０
％
以
下
の
中
小
企
業
に
対
す

る
課
税
を
停
止
す
る
。
な
お
、

留
保
金
課
税
の
基
本
的
な
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
適
正

な
経
費
の
あ
り
方
と
併
せ
て
検

討
す
る
。
」
と
し
て
既
に
今
次

改
正
の
設
計
図
が
描
か
れ
て
お

り
、
こ
の
大
綱
に
示
さ
れ
て
い

る
「
自
己
資
本
比
率
が
５０
％
以

下
の
中
小
企
業
」
と
い
う
基
準

が
、
損
金
不
算
入
の
適
用
除
外

の
判
定
基
準
「
役
員
報
酬
額
を

控
除
す
る
前
の
法
人
所
得
額
の

５０
％
を
超
え
て
い
な
い
場
合
」

と
合
致
し
、
留
保
金
課
税
廃
止

と
引
換
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
税
制
調
査
会
の
「
個

人
形
態
と
法
人
形
態
の
税
負
担

の
差
に
由
来
す
る
不
公
平
は
是

正
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
答

申
は
、
実
質
１
人
会
社
の
オ
ー

ナ
ー
給
与
の
給
与
所
得
控
除
額

を
「
経
費
の
二
重
取
り
」
と
す

る
観
点
に
立
つ
も
の
で
、
会
社

法
の
制
定
に
よ
り
最
低
資
本
金

の
規
定
が
撤
廃
さ
れ
、
法
人
設

立
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、「
節
税
目
的
の
法
人
成
り
」

を
抑
制
す
る
た
め
、
こ
の
「
二

重
控
除
論
」
に
基
づ
き
第
３５
条

が
構
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る

（
注
１
）
。

�

理
解
し
が
た
い
「
二
重
控
除
論
」

二
重
控
除
論
は
、
個
人
事
業

者
が
法
人
成
り
し
、
法
人
が
そ

の
オ
ー
ナ
ー
に
給
与
を
支
払
う

こ
と
で
そ
の
給
与
を
法
人
の
経

費
に
す
る
一
方
、
オ
ー
ナ
ー
は

そ
の
役
員
給
与
に
つ
き
（
個
人

形
態
で
あ
れ
ば
受
け
ら
れ
な

い
）「
給
与
所
得
控
除
」
部
分
が

控
除
さ
れ
る
の
で
、
法
人
の
損

金
と
給
与
所
得
控
除
額
部
分
で

「
経
費
の
二
重
控
除
」
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

元
国
税
庁
長
官
水
野
勝
氏
の
次

の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

「
同
族
法
人
の
役
員
に
な
る
と

そ
も
そ
も
経
費
は
会
社
で
落
と

し
て
い
ま
す
。
同
族
会
社
の
役

員
で
す
か
ら
身
分
が
不
安
定
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で

す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
す
る

と
、
同
族
会
社
で
中
小
法
人
の

役
員
の
給
与
所
得
控
除
は
二
重

控
除
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘

も
答
申
さ
れ
て
い
ま
す
。
」「
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
は
…
必
要
経
費
が

か
か
る
と
い
っ
て
も
、
家
計
調

査
で
見
て
も
そ
れ
ら
し
い
も
の

は
、
職
場
交
際
費
を
入
れ
て
も

７
・
８
％
で
す
。
で
す
か
ら
い

ま
の
最
高
４０
％
と
い
う
の
は
、

ほ
ん
と
に
ゆ
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
」（
注
２
）

こ
の
よ
う
に
「
二
重
取
り
」

と
す
る
考
え
方
の
前
提
に
は
、

同
族
会
社
の
オ
ー
ナ
ー
は
給
与

所
得
者
が
通
常
負
担
す
る
経
費

を
会
社
で
落
と
し
、
さ
ら
に
役

員
報
酬
の
中
か
ら
、
給
与
所
得

者
の
概
算
経
費
で
あ
る
給
与
所

得
控
除
を
差
し
引
く
と
す
る
観

点
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
給
与

所
得
控
除
額
の
法
的
性
格
が
給

与
所
得
者
の
概
算
経
費
（
の

み
）
と
い
う
前
提
が
さ
ら
に
必

要
に
な
る
。
そ
れ
で
は
同
族
会

社
の
オ
ー
ナ
ー
は
、
給
与
所
得

者
が
通
常
負
担
す
る
よ
う
な
経

費
を
会
社
の
経
費
に
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
オ
ー
ナ
ー
が
給

与
所
得
者
と
し
て
必
要
な
事
務

用
品
や
交
通
費
は
、
大
法
人
と

同
じ
よ
う
に
、
法
人
が
負
担
す

る
。
オ
ー
ナ
ー
の
事
業
上
必
要

な
交
際
費
は
、
こ
れ
も
大
法
人

と
同
じ
よ
う
に
、
法
人
が
負
担

す
る
の
で
あ
る
。
水
野
氏
は
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
独
自
の
必
要
経

費
は
職
場
交
際
費
な
ど
、（
給
与

収

入

の
）
７
・
８
％
に

過

ぎ

ず
、
そ
れ
に
比
し
て
給
与
所
得

控
除
額
が
高
い
と
の
認
識
を
示

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
給
与
所
得
控
除
は
経

費
の
二
重
取
り
な
ど
と
い
う
中

小
法
人
一
人
の
問
題
で
は
な

く
、
給
与
所
得
控
除
額
そ
れ
自

体
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

税
制
調
査
会
の
「
中
小
企
業
は

所
得
捕
捉
が
十
分
で
な
い
こ
と

か
ら
所
得
税
・
法
人
税
を
一
緒

に
課
税
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の

議
論
な
ど
、
中
小
企
業
が
税
法

に
則
っ
た
申
告
を
し
て
い
な
い

が
ご
と
き
論
調
が
後
を
絶
た
な

い
。
中
小
法
人
も
大
法
人
同

様
、
法
人
税
法
に
則
っ
て
申
告

・
納
税
を
し
て
い
る
。
自
己
責

任
の
下
、
懸
命
に
日
本
経
済
を

下
支
え
す
る
中
小
同
族
法
人

を
、
正
し
く
理
解
し
、
大
切
に

扱
っ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
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特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役
員
給
与

の
損
金
不
算
入
の
問
題
点

中
小
企
業
に
対
す
る
誤
解
や

法
人
と
個
人
を
同
一
視
し
て
構

築
さ
れ
て
い
る
法
第
３５
条
に

は
、
下
記
の
よ
う
な
多
く
の
問

題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日

頃
納
税
者
と
直
に
接
し
、
中
小

企
業
の
実
体
を
熟
知
す
る
も
の

と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
に

は
全
く
同
感
で
あ
る
。

１
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

行
政
手
続
法
は
行
政
の
意
思

決
定
過
程
が
国
民
の
目
に
明
ら

か
に
な
る
よ
う
、
透
明
性
の
あ

る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
求
め

て
い
る
。
国
民
の
財
産
に
直
接

関
わ
る
租
税
に
お
い
て
は
と
り

わ
け
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
重

ん
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、「
こ
の
改
正
案
の

最
大
の
問
題
点
は
、
所
得
税
と

法
人
税
の
関
係
に
関
す
る
重
要

な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
政
府
税
制
調
査
会
等
で
国
民

の
目
で
見
え
る
審
議
を
全
く
せ

ず
、
…
あ
っ
と
い
う
間
に
税
制

改
正
大
綱
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
租
税

は
、
国
民
の
合
意
の
下
に
国
民

が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

（
注
３
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
制
度
の

廃
止
な
ど
の
例
に
み
る
よ
う

に
、
最
近
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
強

い
。
大
変
懸
念
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。

２
、
租
税
理
論
上
の
問
題
点
、

課
税
の
差
別
と
担
税
力
の
な

い
と
こ
ろ
へ
の
課
税

本
来
は
給
与
所
得
控
除
に
つ

い
て
、
現
行
の
給
与
所
得
控
除

額
が
過
大
で
あ
る
の
か
、
実
額

控
除
に
す
る
の
か
な
ど
、
そ
の

法
的
性
格
や
あ
り
方
を
検
討
す

る
の
が
先
決
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
を
せ
ず
に
、
特
殊
支
配
同

族
会
社
と
さ
れ
る
法
人
を
選
別

し
、
そ
の
役
員
報
酬
の
給
与
所

得
控
除
相
当
額
と
い
う
実
質
所

得
と
し
て
の
担
税
力
の
な
い
と

こ
ろ
へ
、
差
別
的
な
課
税
制
度

を
導
入
し
た
。
税
制
上
の
基
本

構
造
に
関
わ
る
問
題
も
内
包

し
、
か
つ
、
税
制
に
最
も
求
め

ら
れ
る
公
平
性
に
反
す
る
税
制

と
な
っ
て
い
る
。

３
、
法
人
事
業
税
の
課
税

給
与
所
得
者
に
は
個
人
事
業

税
は
課
さ
れ
な
い
が
、
損
金
不

算
入
と
さ
れ
た
役
員
給
与
の
給

与
所
得
控
除
相
当
部
分
に
対
し

て
は
、
法
人
事
業
税
が
課
税
さ

れ
、（
注
４
）
よ
り
過
重
な
負
担

に
な
っ
て
い
る
。

４
、
給
与
所
得
控
除
額
の
先
取

り
否
認
、
基
準
期
間
の
改
正

前
遡
及
な
ど

所
得
税
法
上
、
役
員
報
酬
に

係
る
給
与
所
得
控
除
額
が
確
定

す
る
の
は
暦
年
で
あ
る
。
法
人

税
の
課
税
標
準
に
加
算
す
る
役

員
給
与
の
給
与
所
得
控
除
相
当

額
は
、
事
業
年
度
が
１
月
か
ら

１２
月
ま
で
の
法
人
以
外
は
全

て
、
給
与
所
得
控
除
額
部
分
が

未
確
定
の
時
点
で
、
先
取
り
を

し
て
否
認
す
る
規
定
で
あ
る
。

ま
た
、
適
用
除
外
の
判
定
に

当
た
り
計
算
基
礎
に
な
る
基
準

期
間
は
、
税
制
改
正
前
の
数
値

を
基
に
計
算
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
改
正
前

の
要
素
が
計
算
過
程
に
入
り
込

む
場
合
も
、
遡
及
立
法
の
一
形

態
で
あ
ろ
う
。

�

法
第
３５
条
の
出
直
し
を

上
述
の
よ
う
に
、
法
第
３５
条

に
つ
い
て
は
、
租
税
理
論
、
税

制
の
基
本
構
造
に
関
わ
る
問
題

を
問
う
意
見
、
指
摘
が
多
出
し

て
い
る
。
法
律
に
よ
り
人
格
を

与
え
ら
れ
た
「
法
人
」
を
「
個

人
」
と
同
一
視
し
た
り
、
所
得

税
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
控
除

を
法
人
税
法
で
損
金
不
算
入
と

し
、
一
部
の
納
税
者
を
差
別
的

に
課
税
す
る
な
ど
、
そ
の
租
税

作
法
は
尋
常
で
は
な
い
。
租
税

理
論
以
前
の
問
題
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
租
税
法
に
精
通
し
た

多
く
の
研
究
者
の
方
々
、
そ
し

て
実
務
界
か
ら
こ
れ
ほ
ど
多
く

の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
廃
止

を
求
め
る
声
の
強
い
税
制
も
め

ず
ら
し
い
。
廃
止
す
べ
き
と
す

る
意
見
が
多
い
の
も
、「
ど
う
し

て
も
日
本
の
税
法
を
よ
く
し
た

い
、
執
行
上
も
非
常
に
ス
ム
ー

ズ
に
税
務
執
行
を
し
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
」（
注

５
）
な
の
で
あ
る
。

税
制
調
査
会
は
従
来
公
平
・

簡
素
・
中
立
な
税
制
を
標
榜
し

て
き
た
。
大
所
高
所
か
ら
見
た

公
平
・
簡
素
・
中
立
な
税
制
を

構
築
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ

る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

（
注
１
）（
山
本
守
之

「
実
質

一
人
会
社
の
役
員
給
与
の
損
金

算
入
規
制
」

税
経
通
信
０６
・

５７
頁
）

（
注
２
）（
水
野
勝

金
子
秀
夫

新
春
対
談
「
未
来
へ
の
提

言
」
東
京
税
理
士
会
会
報
平
成

１８
年
１
月
１
日
第
５
８
８
号
）

（
注
３
）（
品
川
芳
宣
「
シ
リ
ー

ズ
税
相
を
斬
る
！
�
０
２
０
法

人
課
税
の
混
乱
！
」
速
報
税
理

２
０
０
６
・
２
・
１
）

（
注
４
）（
第
３４
回
日
税
連
公
開

研
究
討
論
会
「
第
一
部
会
社
法

・
会
計
・
税
法
の
関
わ
り
を
検

証
す
る
３
・
会
計
と
税
法
の
関

係

『
法
人
税
法
の
各
規
定
の

是

非
』
中

島

孝

一

執

筆

部

分
」
）

（
注
５
）（
山
本
守
之
・
藤
曲
武

美

新
春
特
別
対
談
）「
『
役
員

給
与
』
問
題
の
本
質
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
」
税
務
弘
報
２
０
０

８
・
１
）

特
殊
支
配
同
族
会
社
の

役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
制
度
の
問
題
点

粕谷晴江
【玉川】
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